
日本医療薬学会「地域薬学ケア専門薬剤師」
過渡的措置による「暫定認定」申請から研修開始までの流れ
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3 「暫定認定」申請 及び 連携研修料等の支払い１ 研修申し込み
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「暫定認定」を希望する者は、あらかじめ以下を確認しておくこと。
ア．研修を希望する病院を第１希望から第３希望まで選定する。
イ．勤務先の薬局が連携施設の要件を満たしているかを確認する。
ウ．地域薬学ケア専門薬剤師または地域薬学ケア専門薬剤師（がん）の「暫定認定」の要件を満たしているか確認する。

②【研修施設調整依頼書】申請
申請先：研修を希望する基幹施設の
ある都道府県に所在する、都道府県
薬剤師会および医療薬学会へ申請
※［研修申込料］振込書の写しを電子データ
化（PDF等）して、併せて提出

基幹施設（病院）

都道府県薬剤師会
研修調整委員会
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2 基幹施設（病院）の調整 ③研修希望者と基幹
施設のマッチング
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①［研修申込料］3,000円（税別）を銀行振込

⑤基幹施設調整結果を
「日本医療薬学会名」で通知

④基幹施設調
整結果を報告

⑥
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携
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者
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⑦「暫定認定」申請+認定審査料：10,000円（税別）を銀行振込

⑧「暫定認定」の審査結果を通知

⑨「暫定認定」が諾の場合、 認定料：20,000円（税別）を銀行振込

⑪［連携研修料］72,000円（税別）/年 を銀行振込

⑩専門薬剤師認定証（暫定）

⑫基幹施設での研修開始
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